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法務省民商第５６５号

令和４年１２月２１日

法 務 局 長 殿

地方法務局長 殿

法務省民事局長

（公印省略）

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行に伴う供託

事務の取扱いについて（通達）

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律（令和４年法律第１０

５号。以下「法」という ）が令和５年１月５日から施行されることとなり、。

本日付け法務省民商第５６４号当職・法務省大臣官房会計課長通達「供託事務

取扱手続準則の一部改正について （以下「改正通達」という ）を発出した」 。

、 、 、ところですが これらに伴う供託事務の取扱いについては 下記の点に留意し

事務処理に遺憾のないよう、貴管下供託官に周知方取り計らい願います。

記

第１ 本通達の趣旨

本通達は、法に基づき、扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債

権者代位権の行使に関する特例が創設され（法第１０条 、改正通達が施行）

されることとなったことから、これらに伴う供託事務の取扱いについて、留

意すべき事項を明らかにするものである。

第２ 扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関

する特例等

１ 寄附の意思表示の取消し

個人（事業のために契約の当事者となる場合又は単独行為をする場合に

おけるものを除く。以下同じ ）は、法人等（法人又は法人でない社団若。

。 。）しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう 以下同じ
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が寄附（法第２条に規定する寄附をいう。以下同じ ）の勧誘をするに際。

、 、し 当該個人に対して法第４条各号に掲げる行為をしたことにより困惑し

それによって寄附に係る契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は単

独行為をする旨の意思表示（以下「寄附の意思表示」と総称する ）をし。

たときは 当該寄附の意思表示 当該寄附が消費者契約 消費者契約法 平、 （ （ （

成１２年法律第６１号）第２条第３項に規定する消費者契約をいう。以下

同じ ）に該当する場合における当該消費者契約の申込み又はその承諾の。

意思表示を除く ）を取り消すことができるとされた（法第８条第１項 。。 ）

２ 扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関

する特例

法人等に寄附（金銭の給付を内容とするものに限る。以下同じ ）をし。

た個人の扶養義務等に係る定期金債権（法第１０条第４項に規定する定期

。 。） 、 （ ）金債権をいう 以下同じ の債権者は 民法 明治２９年法律第８９号

第４２３条第２項本文の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期

限の到来していない部分を保全するため必要があるときは、当該個人であ

る債務者に属する当該寄附に関する次の(1)から(3)までに掲げる権利を行

使することができるとされた（法第１０条第１項 。）

(1) 法第８条第１項の規定による取消権

(2) 債務者がした寄附に係る消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示

に係る消費者契約法第４条第３項（第１号から第４号まで、第６号又は

第８号に係る部分に限る （同法第５条第１項において準用する場合。）

を含む ）の規定による取消権。

(3) (1)又は(2)の取消権を行使したことにより生ずる寄附による給付の返

還請求権

３ 供託手続等

(1) 供託請求

前記２(3)の場合において、扶養義務等に係る定期金債権のうち確定

期限が到来していない部分については、民法第４２３条の３前段の規定

は適用しないとされた。この場合において、債権者は、当該法人等に当

該確定期限が到来していない部分に相当する金額を債務者のために供託

させることができるとされた（法第１０条第２項 。）

なお、法第１０条第２項が債権者に供託請求を認めた趣旨に鑑み、供
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託者である法人等は、当該債権者による同意がある場合などを除き、供

託金の取戻請求権を行使することができないこととなる。

(2) 供託の通知義務等

ア 供託の通知義務

(1)の供託請求により供託をした法人等は、遅滞なく、前記２(3)の

返還請求権を行使した債権者及びその債務者に供託の通知をしなけれ

ばならないとされた（法第１０条第３項 。）

イ 供託通知書の発送請求

アの通知について、供託者である法人等は、供託官に対し、被供託

者である債務者のほか、債権者についても、供託通知書の発送を請求

することができる（供託規則（昭和３４年法務省令第２号）第１６条

第１項、改正通達による改正後の供託事務取扱手続準則（昭和４７年

３月４日付け法務省民事甲第１０５０号当職・法務大臣官房会計課長

通達）第３３条第３項 。この場合の供託書は、債権者に供託通知書）

を発送することを請求すること及びそのために必要な事項が記載され

たものであることを要する。

第３ 経過措置

１ 法第８条第１項の規定は 法の施行の日以後にされる寄附の意思表示 法、 （

第４条第３号及び第４号に掲げる行為により困惑したことを理由とするも

のにあっては、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のた

めの民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律（令和４年

法律第５９号）の施行の日以後にされる寄附の意思表示）について適用す

るとされた（法附則第２条 。）

２ 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁

判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの

間における法第１０条第１項の規定の適用については、同項第２号中「か

ら第４号まで、第６号又は第８号」とあるのは 「、第２号、第４号又は、

第６号」とするとされた（法附則第３条 。）


